
レンタル規約 

ディオモバイル株式会社 

H21.8.1 

第 1 条(契約の成立) 

1. レンタル会員は、ディオモバイル株式会社(以下、「弊社」という)が、お客さまのレンタル

サービスのお申込みに基づき、所定の確認手続きを行い、弊社が承諾した者をいう。 

2. レンタル会員は、弊社からレンタル商品(以下「商品」という)のレンタルサービスを受け

られるものとする。 

3. レンタルを行う場合は、商品の内容を請求書又は納品書に記載するものとする。 

4. レンタル会員は弊社の定める「レンタル規約」を同意した上、レンタルサービスの申し込

みを行えるものとする。 

第 2 条(個人情報の取扱いについて） 

弊社は、レンタル会員の個人情報については、会員と弊社との間のレンタル契約の締結

ならびにレンタル契約後の弊社の権利の保存、管理、変更および権利行使、弊社の提供

するレンタルサービスの提供、レンタル契約に関するアフターサービスの提供の目的範

囲内で利用します。 

第 3 条（担保責任） 

弊社はレンタル会員に対し、引渡し時において商品が正常な性能を備えていることのみ

を担保し、商品の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しない。 

レンタル会員が商品の引渡しを受けた後２日以内に商品の性能の欠陥につき弊社に対

して通知をしなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態でレンタル会員に引渡され

たものとみなす。 

第 4 条(レンタル期間) 

レンタル期間は、請求書または納品書に記載したとおりとする。 

会員は、レンタル期間内に商品を返却または返却手続きをするものとする。 

レンタル期間の延長は、レンタル期間内にレンタル会員が弊社へ連絡し、弊社が

それを認めた場合に限りできるものとする。 

1. レンタル期間延長により発生するレンタル料金は期間延長に応じて定められた料金と

する。 

2. 弊社に延長の連絡なく返却満了日を過ぎて返却された場合、別途定める延滞料金を

支払うものとする。 



第 5 条(貸出数の制限) 

商品は、在庫等により貸出数量が制限されても異議ないものとする。 

第 6 条(レンタル料金) 

レンタル料金は、レンタル期間に応じて定められた料金とし、請求書または納品書に記載し 

たものとする。 

 

第 7 条（支払方法） 

レンタル料金(配送引取料金、消費税を含む)は、原則として現金、クレジットカード払い、 

銀行振込みによる前払いとする。ただし、支払方法を別途取り決めている場合はそれに 

従うものとする。 

第 8 条(中途解約) 

レンタル期間の途中で商品を返却した場合であってもレンタル料金の一部返却または割 

引は行わないものとする。ただし、レンタル期間の残りが 3 ヶ月以上ある場合は、弊社所 

定の中途解約料を差し引いた残期間分のレンタル料金の一部返却または割引を行うも 

のとする。 

第 9 条(商品の保全) 

1. 弊社は、随時商品の保管状況の点検または報告をレンタル会員に求めることができる

ものとする。 

2. レンタル会員は、商品に添付してある弊社の所有物である旨のステッカーを保守する

義務を負うものとする。 

3. レンタル会員は、商品を第三者に譲渡したり、転貸、質入れ、担保権の設定等をするこ

とはできないものとする。 

4. レンタル会員は、商品について第三者からの差押、その他法律的、事実的侵害が発生

した時、またはその恐れがある場合は、直ちにその旨を弊社に通知しなければならな

い。 

5. レンタル会員は、弊社の承諾なく、商品に他の商品を付着(付合物)、改造、性能等の

変更または別途取り決めた使用場所の変更はできないものとする。 

6. 商品の引渡後のトラブルにより発生した損害については、弊社は一切の責任を負わな

いものとする。 



7. レンタル会員は、弊社に届け出ている住所等に変更があった場合は、速やかに届け出

なければならないものとする。 

第 10 条(商品の滅失、顕損等) 

1. レンタル中に生じた商品の滅失、毀損(通常の使用による損耗、減耗は除く)等につい

ては、原則として同等商品との取替えに要する費用または修理代金に相当する費用

全額を会員が負担するものとする。ただし、弊社のあんしん補償サービスに加入されて

る場合は別途所定の金額を支払うものとする。 

2. 紛失、盗難、天災等で商品に異常が発生した場合は、遅滞なく弊社に報告するものと

する。 

第 11 条(契約の解除) 

1. 会員が、上記の各項の事項に違反した場合または弊社の債権保全上のために必要と

認められる場合は、弊社は通知、催告なしで商品の引き揚げまたは返還の請求を行い、

レンタル契約の解除ができるものとする。 

2. 前項によって弊社が商品の返還を請求したときは、会員は直ちに商品を返却しなけれ

ばならない。 

第 12 条(裁判の管轄) 

本契約に関して裁判手続きの必要が生じた場合、東京地方裁判所をもって管轄とします。 

第 13 条（協議事項) 

本規約に定めのない事項が生じた場合および本規約の解釈に疑義が生じた場合は、弊社 

と会員の間で協議し全力で解決するものとする。 

第 14条（規約外事項） 

本規約以外に当社と利用者間に別途の取り決めがある場合はそれを優先します。 

 

 

 

＜ご相談窓口＞ 

ディオモバイル株式会社 ご相談窓口 

所在地：〒160-0004 東京都新宿区四谷四丁目31番 

E-mail：info＠tszz.net  TEL：03-6843-9161（受付時間：平日 9:30-18:00） 

 


